
専
門
家
に
よ
る
巡
回
相
談
を
実
施

　
町
で
は
、
身
体
や
こ
こ
ろ
な

ど
を
含
め
た
生
活
全
般
の
相
談
に

対
応
す
る
相
談
支
援
事
業
を
、
一

般
相
談
支
援
事
業
所
「
あ
い
わ
の

里
」
に
委
託
し
て
行
っ
て
い
ま

す
。

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
な
ど
生

活
全
般
の
相
談
に
、
社
会
福
祉
士

や
臨
床
心
理
士
を
始
め
と
し
た
専

門
の
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
。

　

予
約
は
不
要
で
す
。
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
・
場
所

　

①
４
月
23
日
（
火
）

　
　

・
午
前
８
時
30
分
～
10
時

　
　
　

町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　

・
午
前
10
時
30
分
～
12
時

　
　
　

平
尾
憩
い
の
家

　
　

・
午
後
１
時
～
３
時

　
　
　

指
江
庁
舎

　

②
５
月
14
日
（
火
）

　
　

・
午
前
９
時
～
12
時

　
　
　

獅
子
島
ア
イ
ラ
ン
ド
セ
ン
タ
ー

　
　

・
午
後
１
時
～
３
時

　
　
　

獅
子
島
島
内
巡
回（
要
予
約
）

　

③
５
月
28
日
（
火
）

　
　

・
午
後
１
時
～
３
時

　
　
　

川
床
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

④
７
月
23
日
（
火
）

　
　

・
午
前
８
時
30
分
～
10
時

　
　
　

町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　

・
午
前
10
時
30
分
～
12
時

　
　
　

平
尾
憩
い
の
家

　
　

・
午
後
１
時
～
３
時

　
　
　

指
江
庁
舎

※
以
降
の
開
催
日
程
に
つ
き
ま
し

て
は
順
次
、
広
報
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

※
自
宅
へ
の
訪
問
依
頼
や
前
述
の

相
談
以
外
で
の
相
談
な
ど
も
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

あ
い
わ
の
里
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
75
）
２
４
０
１

　

役
場
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　

☎
（
86
）
１
１
４
６
［
直
通
］

国
民
生
活
基
礎
調
査
を
実
施

　

国
民
生
活
基
礎
調
査
は
保
健
、

医
療
、
福
祉
、
所
得
等
国
民
生
活

の
基
礎
的
事
項
を
調
査
し
、
今
後

の
厚
生
労
働
行
政
の
企
画
お
よ
び

立
案
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る

重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
票
は
世
帯
票
と
所
得
票
の

２
種
類
が
あ
り
、
世
帯
票
が
６
月

６
日
（
木
）、
所
得
票
が
７
月
11

日
（
木
）
を
期
日
と
し
て
実
施
さ

れ
ま
す
。

　

事
前
に
調
査
員
が
配
布
し
た
調

査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
後

日
調
査
員
が
回
収
に
伺
い
ま
す
。

　

調
査
の
趣
旨
お
よ
び
必
要
性
を

理
解
い
た
だ
き
、
回
答
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
３
１
６
５

　

役
場
企
画
財
政
課
広
報
統
計
係

　

☎
（
86
）
１
１
３
４
［
直
通
］

全
国
戦
没
者
追
悼
式
参
列
遺
族
の
募
集

　
全
国
戦
没
者
追
悼
式
へ
の
参

列
を
希
望
さ
れ
る
遺
族
の
か
た
を

募
集
し
ま
す
。

○
期
日
＝
８
月
15
日
（
木
）

※
前
日
か
ら
の
団
体
行
動
に
な
り

ま
す
。

○
場
所
＝
日
本
武
道
館

　
（
東
京
都
千
代
田
区
）

○
対
象
者

　

・
戦
没
者
の
配
偶
者
お
よ
び
三

親
等
内
の
遺
族

　

・
一
般
戦
災
死
没
者
の
配
偶
者

お
よ
び
三
親
等
内
の
遺
族

※
過
去
に
参
列
し
た
こ
と
が
な
い

か
た
を
優
先
し
ま
す
。

※　
「
次
世
代
へ
の
継
承
」
の
観

点
か
ら
「
18
歳
未
満
の
遺
族
」
に

つ
い
て
も
募
集
し
ま
す
。

○
申
込
期
間

　

５
月
７
日（
火
）～
５
月
31
日（
金
）

○
募
集
人
員
＝
65
人

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、
選

考
と
な
り
ま
す
。

○
申
込
先

　

役
場
福
祉
事
務
所
老
人
福
祉
係

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
福
祉
事
務
所
老
人
福
祉
係

　

☎
（
86
）
１
１
４
６
［
直
通
］

　

県
社
会
福
祉
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
８
３
０

小
型
船
舶
免
許
更
新
・
失
効
講
習

　

小
型
船
舶
免
許
の
更
新
・
失
効

講
習
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
程
＝
５
月
11
日
（
土
）

○
場
所
・
時
間

　

・
長
島
会
場

　
　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
３
階

　

大
会
議
室

　
　

受
付　

午
前
10
時
～
10
時
20
分

　
　

講
習　

午
前
10
時
30
分
～

　

※
長
島
会
場
は
更
新
の
み

　

・
出
水
会
場

　
　

出
水
市
中
央
公
民
館
学
習
室

　

１
・
２

　
　

受
付　

午
後
２
時
～
２
時
20
分

　
　

講
習　

午
後
２
時
30
分
～

○
対
象

　

有
効
期
限
が
１
年
２
カ
月
以
内

に
切
れ
る
免
許
証
お
よ
び
失
効
し

た
免
許
証

○
当
日
持
参

　

①
操
縦
免
許
証
②
認
印
③
料
金

　

④
住
民
票（
本
籍
記
載
の
も
の
）

　

※
住
所
記
載
の
無
い
免
状
の
場

　

合
ま
た
は
記
載
事
項
に
変
更
が

　

あ
る
場
合

○
料
金
・
講
習
時
間

　

・
更
新
＝
９
０
０
０
円

　
　
（
１
時
間
）

　

・
失
効
＝
１
５
０
０
０
円

　
　
（
２
時
間
20
分
）

※
送
料
・
写
真
代
を
含
み
ま
す
。

※
写
真
は
当
日
撮
影
し
ま
す
。

※
で
き
る
だ
け
事
前
に
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
、
視
力
検
査
も
実
施
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

入
枝
海
事
事
務
所

　

☎
０
９
９
（
２
８
１
）
７
７
５
３

障
が
い
者
な
ど
の
自
動
車
税
の
減
免

　

県
で
は
、
体
の
不
自
由
な
か
た

な
ど
が
使
用
さ
れ
る
自
動
車
に
つ

い
て
、
自
動
車
税
と
自
動
車
取
得

税
の
減
免
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
る
か
た
で
、
対
象
と

な
る
障
害
の
範
囲
に
該
当
す
れ

ば
、
減
免
と
な
り
ま
す
。

　

減
免
上
限
額
を
超
え
る
差
額
に

つ
い
て
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課

　

☎
０
９
９
（
２
６
１
）
５
６
１
１

春
の
地
域
安
全
運
動

　

県
、
県
警
察
な
ど
の
関
係
機

関
・
団
体
で
構
成
す
る
県
犯
罪
の

な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

県
民
会
議
で
は
、
犯
罪
の
な
い
安

全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
5
月
11
日
（
土
）
か

ら
20
日
（
月
）
ま
で
の
期
間
、
春

の
地
域
安
全
運
動
を
展
開
し
ま

す
。

　

地
域
で
「
あ
い
さ
つ
、声
掛
け
」

を
実
践
し
て
、
犯
罪
の
起
き
に
く

い
雰
囲
気
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
く
ら
し
共
生
協
働
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
１
１
１

　平成 24年度から施行された「長島町浄化槽事業に関する条例」により、町が管理している浄
化槽のうち設置後 10年を経過したものを個人などへ無償譲渡します。
　譲渡後は、個人の管理になり、浄化槽の補修点検や清掃、水質検査は、個人で専門業者へ依頼
していただくことになります。
　平成 31年度から無償譲渡を開始し、対象者には、順次連絡します。合併前に設置した浄化槽
も対象となります。

町が設置した浄化槽が無償譲渡されます

設置後 10 年を経過したもの 平成 32 年度から個人へ無償譲渡されます

設置後 10 年を経過していないもの 平成 33 年度から個人へ無償譲渡されます

譲渡までのイメージ

※平成 23 年度設置分は、平成 33 年度から個人へ無償譲渡

◎問い合わせ先　役場水道課下水道係　☎（88）5664［直通］

2425


